
（単位　円）

指 名 業 者 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

予 定 価 格
（消費税及び地方消費税を含まず）

執行
入札（見積）執行調書 令和　元年　５月２２日

午前　９時４０分

工 事 番 号 取付第２３号

日光木曽川町黒田北宿五の切地内下水取付管布設工事
工 事 名

一宮市木曽川町黒田字北宿五の切地内
工 事 場 所

請負代金額

(有)今井工業所       1,650,000       1,782,000
決定

      1,659,000

工 事 種 別 随 意 契 約 理 由
土木一式工事 　本工事は、取付管申込み（公費分）による工事であり、速やかに施工する必要があるため、当該取付管の申込

業者に地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により、随意契約するものです。


